
再犯防止の重要性について

検挙者に占める再犯者の割合

刑法犯検挙人員・再犯者率の推移(令和２年版再犯防止推進白書）

平成28年12月「再犯の防止等の推進に関する法律」施行

平成29年12月「再犯防止推進計画」閣議決定

５つの基本方針の下，７つの重点課題について115の具体的施策を
盛り込んだ初めての計画（計画期間／令和4年度末までの5年間）
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初犯者
9万8,640人

再犯者
9万3,967人

再犯者率48.8％

（万人）

新受刑者の犯罪時就労状況

有職
31.9%

定住
79.8%

新受刑者の犯罪時居住状況

住居不定
17.6%

新受刑者の教育程度

高卒以上
40.2%高卒未満

59.5%

（％）

（平成31年矯正統計年報，刑法犯検挙人員にける高齢者率は令和2年版犯罪白書）

無職
68.0%

刑法犯検挙人員に占める高齢者率

65歳以上
22.0% 64歳以下

78.0%

犯罪をした者等の現状

約半数が再犯者

再犯防止に向けた政府の取組

⑤ 民間協力者の活動促進，広報・啓発活動の促進

① 就労・住居の確保
② 保健医療・福祉サービスの利用の促進

④ 特性に応じた効果的な指導

⑥ 地方公共団体との連携強化
⑦ 関係機関の人的・物的体制の整備

③ 学校等と連携した修学支援

⑤ 広報等による国民の関心と理解の醸成

① 国・地方・民間の緊密な連携協力の確保
② 切れ目のない指導及び支援の実施

④ 社会情勢等に応じた効果的な施策の実施
③ 犯罪被害者等の存在を十分に認識して実施

５つの基本方針

７つの重点課題
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